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新野球場整備推進事業アドバイザリー等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 目的 

 本実施要領は、官民共創での新野球場の整備について、熊本県（以下「県」とい

う。）とともにスピード感を持って検討・実現していくパートナーを選定するために行

う新野球場整備推進事業アドバイザリー等業務委託に関して、必要な事項を定めるもの

とする。 
 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

   新野球場整備推進事業アドバイザリー等業務 

（２）業務内容 

   別紙「新野球場整備推進事業アドバイザリー等業務委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり。 

（３）受託者選定方法 

   公募型プロポーザル方式により選定する。 

（４）契約期間 

契約締結日から令和９年（２０２７年）３月１９日（金）まで 

（５）委託料上限額 

      ２４，９９２千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
 

３ 選定スケジュール（予定） 

（１）実施要領の公開   令和８年（２０２６年）５月２５日（月） 

（２）質問書の受付    令和８年（２０２６年）５月２５日（月）から 

             令和８年（２０２６年）６月１日（月）午後５時まで 

（３）質問に対する回答  令和８年（２０２６年）６月５日（金）目途 

（４）参加申込書等の受付 令和８年（２０２６年）６月１５日（月）午後５時まで 

（５）企画提案書等の受付 令和８年（２０２６年）６月２５日（木）午後５時まで 

（６）プレゼンテーション 令和８年（２０２６年）７月２日（木）（予定） 

（７）審査結果通知・公表 令和８年（２０２６年）７月上旬（予定） 

（８）契約締結      令和８年（２０２６年）７月中旬（予定） 
 

４ 担当部局 

（１）所在地 

   〒８６２－８５７０ 

   熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号（熊本県庁行政棟本館７階） 

（２）担当部署 
   熊本県観光文化部スポーツ交流企画課 スポーツ施設企画班 

（３）電話番号 ０９６－３３３－２７５７（直通） 

（４）メール   supokoryu@pref.kumamoto.lg.jp 
 

mailto:supokoryu@pref.kumamoto.lg.jp
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５ 参加資格 

（１）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の

申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係

る再生計画認可の決定を受けていること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係

る更生計画認可の決定を受けていること。 

（３）法人等の代表者（役員を含む。）が、次のいずれにも該当しないこと。 

   ア 破産者で復権を得ない者 

   イ 禁固以上の刑に処され、その執行を終わった日、又は執行を受けることがな

くなった日から２年を経過しない者 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

事実がないこと。 

（５）消費税及び地方消費税並びに熊本県税に滞納がないこと。 

（６）賃金不払いの事実があり、当該状態が継続している場合など、明らかに委託事業

者として不適当と認められる者でないこと。 

（７）熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１４年

熊本県告示第８１１号）第２条第１項の規定による指名停止の期間中でないこと。 

（８）熊本県暴力団排除条例（平成２２年１２月２２日条例第５２号）及び暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力団

員等でないこと。 

（９）本業務を一括再委託しない者であること。 

（10）その他、法令等に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 
 

６ 参加申込書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

   様式については、熊本県庁ホームページのスポーツ交流企画課のページからダウ

ンロードして利用すること。 

   提出部数は各２部とし、提出書類の作成に当たっては、様式中で指示された箇所

以外、自社の企業名を記入しないこと。 

 【提出書類】※すべて押印不要 

  ①参加申込書（様式１） 

  ②事業者概要書（任意様式） 

  ③役員一覧（様式２） 

  ④事業者の業務実績調書（様式３） 

  ⑤業務実施体制調書（様式４） 

  ⑥管理技術者の経歴等（様式５） 

  ⑦主たる担当技術者（１名）の経歴等（様式６） 

  ⑧誓約書（様式７） 

  ⑨履歴事項全部証明書 
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  ⑩印鑑証明書 

⑪納税証明書（消費税及び地方消費税未納がないことの証明並びに熊本県税に未納

がないことの証明） 

 

 

 

（２）提出書類の内容 

  ①参加申込書（様式１） 

   様式に従い記載すること。 

  ②事業者概要書（任意様式） 

   事業者の経歴、役員の構成及び氏名、組織体制、従業員数及び事業者概要が把握

できるもの。 

  ③役員一覧（様式２） 

   様式に従い記載すること。 

  ④事業者の業務実績調書（様式３） 

   令和３年（２０２１年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの

期間において、国又は地方公共団体が発注した同種業務（再委託による受託業務

の実績は含まない。）を履行した実績を記入すること。実績がない場合は、提出

不要とする。 

  ⑤業務実施体制調書（様式４） 

   配置予定担当者の氏名や業務連携フロー図等を記載すること。 

  ⑥管理技術者の経歴等（様式５） 

   資格及び同種業務実績の内容を証明できる資料（特記仕様書、テクリス等）の写

しを添付すること。 

  ⑦主たる担当技術者（１名）の経歴等（様式６） 

   資格及び同種業務実績の内容を証明できる資料（特記仕様書、テクリス等）の写

しを添付すること。 

  ⑧誓約書（様式７） 

   誓約内容を理解のうえ、提出すること。 

  ⑨履歴事項全部証明書 

   本実施要領の公告日以降に発行されたものであること。 

  ⑩印鑑証明書 

   本実施要領の公告日以降に発行されたものであること。 

  ⑪納税証明書（消費税及び地方消費税未納がないことの証明並びに熊本県税に未納

がないことの証明） 

   本実施要領の公告日以降に発行されたものであること。 

（３）記入方法 

  ①文字サイズは、１２ポイントを標準とし、使用する言語は日本語、通貨は日本国

通貨によるものとする。 

※ 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加資格者の資格等に関する要綱
（平成１８年熊本県告示第５２１号）に基づく入札参加資格を有すると決定された

ものは③、⑨、⑩及び⑪の書類を省略できる。 
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  ②提出書類は、原則Ａ４版（縦横問わず）で統一して作成すること。（作成済みの

パンフレット等を除く。） 

（４）提出期限 

   令和８年（２０２６年）６月１５日（月）午後５時（必着） 

（５）提出方法 

   持参又は郵送（簡易書留に限る。）とし、期限までに必着すること。 

   持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

   提出先は、「４ 担当部局」参照。 

（６）参加資格の確認 

   参加申込書等の提出書類に基づく参加資格の確認を実施する。 

   ※参加資格は「５ 参加資格」の内容に同じ。 

（７）参加資格の決定及び通知 

参加資格の確認については、参加申込書等の提出期限日をもって行うものとし、 

結果（参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。）については、６月１９ 

日（金）（予定）に書面により通知する。 

なお、参加資格を認めた者であっても、当該確認後に参加資格を満たさないこと 

が明らかになったときは、当該参加資格は取り消すものとする。 

また、参加申し込みを行った者には、本業務の実施に関し、令和６、７年度に県が 

実施したサウンディング調査結果等の資料、および県保有の資料を提供するものと 

する。 

 

７ 質問の受付及び回答 

 本実施要領等について質問がある場合は、電子メールで送信すること。 

（１）質問の受付 

  ①提出書類 質問書（様式８） 

  ②提出期間 令和８年（２０２６年）５月２５日（月）から 

                   ６月 １日（月）午後５時まで 

  ③提出方法 電子メール 

  ④提 出 先 「４ 担当部局」に同じ。 

（２）質問に対する回答 

   質問のあった事項についての回答は、令和８年（２０２６年）６月５日（金）を

目途に、熊本県庁ホームページのスポーツ交流企画課のページに掲載する。 

  

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

   様式については、熊本県庁ホームページのスポーツ交流企画課のページからダウ

ンロードして利用すること。 

   提出部数は各５部とし、提出書類の作成に当たっては、様式中で指示された箇所

以外、自社の企業名を記入しないこと。 
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 【提出書類】※すべて押印不要 

  ①企画提案書（表紙）（様式９） 

  ②企画提案書（任意様式） 

  ③業務工程表（任意様式） 

  ④見積書（任意様式） 

  ⑤審査委員会出席者届出書（様式 10） 

  ⑥事業者の取組に関する申出書（様式 12） 

   ※本事業の一部を再委託又は請け負わせる場合、当該再委託先等についても事業 

者の取組に関する申出書（様式 12）を提出すること。 

（２）提出書類の内容 

  ①企画提案書（表紙）（様式９） 

  ②企画提案書（任意様式） 

   本業務について、仕様書等の内容を踏まえた提案とすること。 

   また、本業務を参加申込者が受託した場合の訴求ポイントや本業務に係る追加提 

案があれば、併せて記載すること。 

   なお、提案枚数に制限は設けないが、可能な限り図・表等を用いて、わかりやす 

いものとすること。 

  ③業務工程表（任意様式） 

   業務のスケジュールについて、作業項目ごとに示した工程表を作成すること。 

   提案枚数はＡ４版１頁以内とする。 

  ④見積書（任意様式） 

   仕様書の項目ごとに経費を計算した内訳書を添付すること。 

   見積金額及び内訳金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。なお、消 

費税及び地方消費税は１０％とする。 

   また、仕様書４（２）「基本計画等策定のための会議体の運営支援」の見積にあ

たっては、次の条件により算定するものとする。 

 

ア 委員については県において選定するものとし、都市計画・まちづくり分野、

ァイナンス分野、PPP/PFI 分野、現代のスタジアム分野、エンターテイン 

メント分野等から５名程度（県内３名、県外２名）を想定する。 

イ 会議は３回程度開催し、報酬単価は１名当たり 20,000 円/回。 

 

⑤審査委員会出席者届出書（様式 10） 

   出席者は、管理技術者を含めて３名以内とすること。 

  ⑥事業者の取組に関する申出書（様式 12） 

   該当する評価項目にチェックを記載し、必要書類を添付すること。 

（３）記入方法 

  ①文字サイズは、１２ポイントを標準とし、使用する言語は日本語、通貨は日本国

通貨によるものとする。 

  ②提出書類は、原則Ａ４版（縦横問わず）で統一して作成すること。 
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（４）提出期限 

   令和８年（２０２６年）６月２５日（木）午後５時（必着） 

（５）提出方法 

   持参又は郵送（簡易書留に限る。）とし、期限までに必着すること。 

   持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

   提出先は、「４ 担当部局」参照。 

 

９ 選定方法等 

次の日程により審査委員会を開催するため、参加申込者はプレゼンテーションを行う

こと。 

なお、参加申込者が５社を超える場合については、提出書類に基づいて次項に定める

審査基準等により事前審査し、上位５社を選出する。 

プレゼンテーションの参加の有無及び当日の集合時間については、後日連絡する。 

（１）期  日 令和８年（２０２６年）７月２日（木）（予定） 

（２）場  所 防災センター３１１会議室（３階） 

（３）出 席 者 各社３名まで 

（４）時  間 ３０分以内（説明２０分、質疑１０分） 

（５）質疑応答 提出書類及びプレゼンテーション内容に基づき行う。 

（６）そ の 他 

  ①提出済みの企画提案書に基づきプレゼンテーションを行うこと。 

  ②提出済みの企画を改変するプレゼンテーションは認めない。 

  ③プレゼンテーションは非公開で行う。 

  ④提出済みの企画提案書を抜粋したパワーポイントなど、内容を改変しない場合の 

プレゼンテーション資料の投影は可能とする。 

なお、投影用モニター（HDMI 接続ケーブル含む）を県で用意するものとする。 

 

１０ 審査基準等 

（１）審査方法 

   提出された企画提案書等により選定する。なお、必要があると認めるときは、企

画提案書等の内容について提出者へ聞き取りし、又は必要な書面の提出を求めるこ

とがある。 

（２）審査基準 

   別表のとおり。 

（３）選定方法等 

  ①審査基準は上記のとおりであり、審査は熊本県で設置する審査委員会（県職員で

構成）において、別表の審査項目を総合的に勘案し、評価（採点）する。 

  ②評価点が最も高い者を最高得点者（最優秀提案者）とし、優先交渉権者として選

定する。 

  ③参加事業者が１社の場合は、各審査委員の採点の平均が６割以上である場合に選

定するものとする。 
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（４）審査結果 

   審査結果については、決定後速やかに書面で通知するとともに、契約締結後、受

託者の氏名又は名称、決定理由について公表するものとする。なお、審査結果に対

する異議申立は受け付けないものとする。 

 

１１ 契約 

最優秀提案者（優先交渉権者）として選定された者と契約内容等を協議のうえ、見積

書を徴取し、委託料上限額の範囲内で受託者として契約を締結する。なお、最優秀提案

者（優先交渉権者）と契約を締結しないときは、合格基準を満たす者のうち、得点の高

い者から順に契約協議に入るものとする。 

 

１２ 契約保証金 

契約の相手方は、契約担当者が指定する日時までに、熊本県会計規則第７７条の規定

により、契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を納付しなければなら

ない。 

ただし、契約保証金の納付は、同条第２項に規定する担保の提供をもって代えること

ができる。また、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に熊本県を被保険者と

する履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき

（この場合、保険期間を契約締結予定日から契約期間の満了日までとすること。）等、

同規則第７８条の規定を満たす場合は、契約保証金を免除することができる。 

 

１３ 企画提案書等の取扱い 

（１）提出された参加申込書、企画提案書等は、添付書類も含め返却しない。 

（２）提出された企画提案書等は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において

複製することがある。 

（３）提出された参加申込書、企画提案書等は、受託候補者の選定の目的以外に提出者

に無断で使用しない。 

 

１４ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）提出期限までに参加申込書等又は企画提案書等を提出しなかった場合は、参加者

として認められないものとする。 

（３）本公募型プロポーザルの参加に要する費用の全ては、参加者の負担とする。 

（４）参加申込書、企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合、当該書類を

無効とし、参加資格の取消し、受託候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約

の解除等の措置を取ることができるものとする。 

（５）参加申込手続きを行った後、都合によりプレゼンテーション等の参加を辞退する

ことになった場合は、辞退届（様式 11）を提出すること。 

（６）審査の公平性を害する行為を行った者は失格とする。 
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（７）提出された書類は、熊本県情報公開条例（平成１２年熊本県条例第６５号）に基

づき公表することがある。 

（８）電子メール等の通信事故については、熊本県はいかなる責任も負わない。 

（９）県は受託候補者の決定後、契約締結までの間に、受託候補者が「５ 参加資格」

に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができる

ものとする。 
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別表 審査基準 

審査項目 審査内容 配点 

業
務
遂
行
能
力 

実施体制 

 業務遂行可能な体制、人員が確保されているか。 
 県との緊密なコミュニケーションを意識した実施体制がとられて
いるか。 

 金融及び建築等のアドバイザリーに関する実施体制は確保されて
いるか。 

２５点 

業務実績 

 過去５年間（令和３年（2021年）４月１日から令和８年（2026年）
３月３１日まで）に国又は地方公共団体が所有する施設（公共建築

物）における設計、建設、維持管理、運営を含んだPFI等事業に係

るアドバイザリー業務（名称を問わず、本業務に関連・類似す

る実績（導入可能性調査業務、基本計画策定等業務等）を含

む。）の実績があるか。 

 業務責任者、業務担当者に、同種業務又は類似業務の実績があるか。 
 実績の中に「野球場」に関するものがあるか。 

１５点 

提
案
内
容 

実施方針、業務

スケジュール 

 本業務を十分理解した上で、業務実施方針が提案されているか。 
 業務内容に具体性があり、実施可能な業務スケジュールが検討され
ているか。 

１５点 

業務内容 

 仕様書の内容を踏まえ、基本
計画等策定までの作業につい

て理論的に裏付けられた具体

的かつ的確で、創意工夫のあ

る提案がされているか。 

①条件整理作業 ８点 

②基本計画等策定のための会議体

の運営支援 
１５点 

③新野球場の需要調査 ５点 

見積金額  業務内容に対して合理的で適正な見積額が示されているか。 １０点 

事業者の取組 

①熊本県ブライト企業の認定を受けているか。 １点 

②障害者就労施設等からの物品及び役務の調達実績（令和７年度又は 

令和８年度）があるか。 
１点 

③協力雇用主制度に登録しているか。 １点 

④事業活動温暖化対策計画書制度の対象事業者（義務及び任意）、 

エコアクション21、RE100、再エネ100宣言RE Actionのいずれ 

かの認証等、または⑤森林吸収量認証書の交付実績（令和７年度又 

は令和８年度）があるか。 

１点 

⑥熊本県渋滞対策パートナー登録制度に登録しているか。 １点 

⑦熊本県SDGｓ登録制度に登録しているか。 １点 

⑧パートナーシップ構築宣言に登録しているか。 １点 

合 計 １００点 

 


